
令和７年８月運用開始 

亀山市災害時協力井戸登録制度 

１．制度の目的 

近年、全国各地で大規模な地震や豪雨災害が頻発しており、災害時の断水によってト

イレや洗濯、お風呂といった生活用水の確保が大きな課題となっています。 

この教訓を踏まえ、亀山市では、災害による断水時に市民の皆様の生活用水を確保す

るため、市内の井戸を「災害時協力井戸」として事前に登録する制度を開始します。 

この取り組みは、災害という困難な状況を、地域で支え合う「共助」の力で乗り越え

るための重要な備えです。 

 

２．制度の概要 

この制度は、井戸の所有者の皆様に善意でご協力いただき、災害時に井戸水を無償で

地域の方々に提供していただくものです。市は、ご協力いただける井戸を登録し、その

情報を市民の皆様に周知します。 

登録の呼びかけや申請の取りまとめは、地域の実情を最もよく把握されている各地区

の自主防災会が主体となって進めます。 

 

３．登録の要件 

ご登録いただける井戸は、次の要件をすべて満たすものとします。 

1. 亀山市内に所在する井戸であること。 

2. 現在、井戸として使用しており、今後も継続して使用する予定であること。 

3. 災害時に、井戸水を無償で提供できること。 

4. 井戸水をくみ上げるためのポンプや、つるべ等が設置されていること。 

5. 井戸枠があるなど、安全に使用できる状態であること。 

6. 井戸の所在地等を市のホームページや防災マップ等で公表することに同意いただけ

ること。 

7. 災害時に、地域住民が井戸水を利用するために、敷地内（井戸周辺）に立ち入るこ

とに同意いただけること。 

４．登録から井戸水提供までの流れ 

1. 協力依頼・申出：自主防災会から井戸所有者へ登録への協力をお願いします。所有

者は「登録申請書」を自主防災会へ提出します。 

2. 申請：自主防災会は、地域内の申請を取りまとめ、市（防災安全課）へ提出しま

す。 



3. 現地調査・登録決定：市は、申請内容に基づき井戸の状況（安全性など）を確認す

るための現地調査を行い、登録を決定します。 

4. 周知：市は、登録された井戸の所在地を市のホームページや公開型地図情報システ

ム等で公表し、市民の皆様へ周知します。 

5. 災害時の提供：災害による断水が発生した場合、可能な範囲で地域住民へ井戸水を

提供していただきます。 

５．安全・安心のためのルール（免責事項） 

ご協力いただく皆様の善意を守るため、以下の点についてご理解ください。 

● この制度で提供される井戸水は、飲用以外の生活用水（トイレ、洗濯、清掃など）

を目的としています。 

● 井戸は所有者様が管理するものであり、市が水質を保証するものではありません。 

● 「災害時協力井戸」の利用によって、万が一利用者の身体や財産に被害が生じた場

合でも、井戸所有者様の故意によるものでない限り、市及び所有者はその責任を負

いません。 

６．登録申請について 

井戸の登録にご協力いただける方は、お住まいの地区の自主防災会長までお申し出く

ださい。 

● 申請書様式 （別紙）様式のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(様式)  

                                                                                                    

年  月  日 

亀 山 市 長  宛 

 

                  （提出者） 

                   自主防災会名：             

                   会 長  氏 名：           印 

                   ※本人が署名しない場合は、記名押印してください。 

 

            災害時協力井戸 登録申請書（自主防災会取りまとめ） 

 

 亀山市が実施する「災害時協力井戸」登録制度の趣旨に基づき、下記の井戸所有者よ

り登録の同意が得られましたので、取りまとめて申請いたします。 

 

記 

 

１．登録に同意いただいた井戸の情報 

登録内容に変更が生じた場合、または登録の解除を希望する場合は、速やかに届け

出ます。 

１．所有者情報 

 

（ふりがな） 

  お名前 

 

  ご住所 〒（   -  ） 

 

 

  ご連絡先 電話番号： 

※緊急時に連絡の取れる連絡先を記入してください。 

２．井戸の情報 
 

 井戸の所在地 □ 上記住所と同じ 

□ 異なる（所在地：           ） 

 



 井戸の設備 該当するものに〇をつけてください。（複数回答可） 

    □ 手押しポンプ  □ 電動ポンプ 

  □ 手押し・電動の両用    □ つるべ 

   □ その他（           ） 

 電動ポンプの

方へ 

停電時に使用するための発電機はありますか？  

     □ はい   □ いいえ 

 井戸の現状 □ 現在も使用している   

□ 現在は使用していない 

 普段の用途 （例：庭の散水、洗車、農業用、過去に飲用など） 

（                   ） 

３．同意事項 以下についてご確認・ご同意の上、チェックをお願いします。 

情報公開の範囲 ご希望の公開範囲にチェックを入れてください。 

□ 【推奨】 市がホームページにデータを掲載又は公開型地図

情報システムに表示すること。自主防災会が作成する防災マッ

プ等に所在地を掲載し、地域住民に公開する。 

□ 自治会の役員など、限られた範囲でのみ情報を共有する。 

同意確認 □ 下記の登録要件及び免責事項に同意し、「災害時協力井

戸」として登録することを申請します。 

 

【登録要件】井戸所有者からは、下記の登録要件について全て同意を得ておりま

す。 

① 災害時における井戸水の無償提供 

② 防災マップ等への所在地情報の公表 

③ 災害時における敷地内への立ち入り 

【免責事項】 

ご協力いただく皆様の善意を守るため、あくまでも井戸は所有者管理のものであ

り、必ずしも水質検査が行われているものではありません。利用にあたっては、自

主防災会の判断で、煮沸消毒等を行って利用するものです。 

「災害時協力井戸」の利用によって、万が一利用者の身体や財産に被害が生じた場

合でも、井戸所有者様の故意によるものでない限り、市及び所有者はその責任を負

うものではないことを十分に理解したうえで、登録申請するものとします。 

 

 


